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霧島山新燃岳噴火について（周知依頼）

標記については、１月２６日以降活発な活動を続けており、同日気象庁から、火口

周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から３（入山規制）に引

き上げたことについて公表がありましたが、現在も噴火活動が継続し、活動の推移

を注意深く見守る必要があるとされております。

このような事態を受け、新燃岳噴火に関する風評被害による観光需要への悪影響

が懸念されるところですが、貴協会におかれては、傘下会員会社に対して、新燃岳

噴火に関する正確な情報の収集に努め、旅行者または旅行予定者からの問い合わせ

などに際しては、政府や都道府県等関係機関が公表する情報も踏まえ、正確な情報

提供を図るよう周知方よろしくお願い致します。
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http://www.bousai.go.jp/index.html内閣府ＨＰ：

気象庁ＨＰ：

http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/kirishimayama2011.html


